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第 １６ 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 令和３年１０月１２日（火） 午後１時３０分～ 

 

 

第 １  会議録署名委員の指名 

 

第 ２    報告第 ２４ 号 

        農地法第４条第１項第８号の規定による届出の報告について（報告） 

 

第 ３  報告第 ２５ 号 

  農地法第５条第１項第７号の規定による届出の報告について（報告） 

 

第 ４  報告第 ２６ 号 

   農地法第１８条第６項の規定による賃貸借解約通知について（報告） 

 

第 ５  報告第 ２７ 号 

   農地変更届出について（報告） 

 

第 ６    議 第 ４１ 号 

   農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

提案説明、案件に関する質疑、採決 

  

第 ７  議 第 ４２ 号 

   農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

提案説明、案件に関する質疑、採決 

 

第 ８    議 第 ４３ 号 

        農用地利用集積計画（案）の決定につき、議決を求めることについて 

提案説明、案件に関する質疑、採決 
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 １. 農業委員         

・会議に出席した委員 
      

 

 １番 
 
山元 泰宏  ２番 

 
石田 隆司 ３番  中野 隆史 

 

 ４番  横江 岩美 ５番  横江 年男 ６番   堀井 信一 

 

７番  山本 英裕 ８番  木村 幸夫 ９番  木下 範明 

 
１０番  中島 紀昭 １１番  小川 雅嗣 １２番  横江 吉美 

 
１４番  堀 裕子       

・会議に欠席した委員   

    １３番 中村 好明 

２.農地利用最適化推進委員                                                    

・会議に出席した委員                                                     

 
１番  奥村 和夫 ２番  吉川 眞史 ３番  田村 捨要 

 
４番  中西 真由巳 ５番  久保 和久 ６番  三澤  

 
７番  山田 稔幸 ８番  中川 正平 ９番  杉江 日出男 

 
１０番  原 孝博       

３.事務局 

・会議に出席した職員                                                     

事務局長 
 
相井 義博 参事 

 
服部 英亜 主任 

 
宇野 耀 

農林水産課         

課長  舟木 朋宏 主事  西井 万裕    
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事務局長 

 

では、定刻となりましたので、ただいまから第１６回農業委員会総会を開

催いたします。 

 

コロナウィスル感染者の減少から、９月３０日をもって「緊急事態措置」

が終了し、１０月１日からは、「まん延防止重点措置」の適用もされなくなり

ましたが、冬の流行への備えとして、基本的な感染対策こと、検温・消毒・

マスク着用・換気の徹底は、引き続き行うこととされています。委員各位に

おかれても、引き続き、咳エチケット、こまめな手洗い等の予防策を各自、

講じていただきますよう、お願いします。なお、現時点、あるいは会議途中

に、体調がすぐれず、発熱の疑いがある場合は、無理をせず、お申し出いた

だきますよう、お願いいたします。 

 

本日、１３番 中村 好明委員が欠席されておりますが、出席委員は１４

名中 １３名で定足数に達しておりますので、総会は成立しておりますこと

を御報告します。また、本日は傍聴の方はおられません。 

 

なお、議案説明については、個人情報の関係から個人が特定されない表現

で説明等を行いますので、御了承願います。 

 

それでは、農業委員会憲章の唱和をお願いします。 

 

 （農業委員会憲章の唱和） 

 

事務局長 ありがとうございました。それでは、会長よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

皆様、本日は大変お忙しい中、殆どの方が御出席頂きましてありがとうご

ざいます。１０月も中頃となりましたけれども、まだ、残暑というような暑

い日がございます。刈入れの方も１０月中頃でほぼ終わったと聞いておりま

す。台風の影響もほぼなく順調に進んだということです。ただいま、事務局

長さんの方から緊急事態宣言が９月いっぱいで解除されまして、そろそろ

色々な活動も行われる状況にはなって参りました。色々な会議に出ますと、

このコロナ禍におきまして、経済の活動、特に飲食関係の減速で米の需給バ

ランスが崩れているということで、今年度の米価はかなり心配されていると

いう報道も伺っております。この様なことを踏まえながら、この会議を運営

していきたいと思います。では、本日よろしくお願い申し上げます。 

 

会長 ただいまから、第１６回 草津市農業委員会総会を開会します。 
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本日の議事日程は、予め、お手元に配布いたした通りでありますので、こ

れを御了承願います。 

 

会長 それでは、これより日程に入ります。 

日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員は、会議規則第１８条第２項の規定により、議席番号５番 

横江 年男委員、議席番号１２番 横江 吉美委員、以上の両人を指名いた

します。 

 

会長 

 

次に、日程第２ 報告第２４号「農地法第４条第１項第８号の規定による

届出の報告について」番号１番を議題とし、事務局より、報告事項の朗読と

説明を願います。 

 

事務局 

 

それでは、報告第２４号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出に

ついて説明いたします。 

この届出は、市街化区域内の自己使用目的に伴う転用です。 

今月の届出は１件です。 

議案書は、２ページでございます。 

番号１番は、届出人が露天駐車場として、本人が所有する木川町地先の登

記地目 田、現況 雑種地１筆計４８㎡を転用されようとするものです。申

請地の登記簿は、田でありますが、約５０年以上前から駐車場として利用さ

れており、申請者は経過書を添付のうえ本申請をされました。隣接地は、宅

地・田・道路でありますが、農地は申請者の所有地であることから隣地承諾

を得なければならない農地はございません。 

なお、本届出につきましては、「農地法関係事務処理にかかる処理基準」第

６の３の（２）の届出を受理しない場合に該当しないため、受理については

問題ないものとし、９月２８日付けにて専決規定に基づき、局長専決により

受理しております。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終わりました。発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 （ 質問・意見なし ） 

 

会長 

 

発言が無いようですので、報告第２４号を終わります。 

会長 次に、日程第３ 報告第２５号「農地法第５条第１項第７号の規定による

届出の報告について」番号１番から５番までを議題とし、事務局より、報告



5 

 

事項の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

次に報告第２５号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について

説明いたします。 

この届出は、市街化区域内の農地の売買、贈与、賃貸借、使用貸借等の権

利移転または権利設定に伴う転用です。 

今月の届出は、５件です。 

議案書は、３ページ・４ページでございます。 

 

はじめに番号１番は、譲受人が露天駐車場として、譲渡人が所有する矢倉

二丁目地先の田１筆計１，０１１㎡を売買にて取得し、転用されようとする

ものです。隣接駐車場にあわせるよう、敷地全体に４０ｃｍから８０ｃｍの

盛土を予定しており、敷地北側以外は土留めとして擁壁を設置されます。 

雨水排水は、敷地内側に会所桝を設置し、申請地内東西に横断している水

路へ放流されます。隣接地は、宅地・雑種地・鉄道用地・田であり、田の所

有者および耕作者より同意を得ております。 

 

次に番号２番は、譲受人が共同住宅建築用地として、譲渡人が所有する野

路七丁目地先の田２筆、計４１８．１３㎡を売買にて取得し、転用されよう

とするものです。敷地は、昭和６１年より駐車場として利用されており、農

地ではなくなっているため、顛末書添付のうえ申請がなされました。顛末案

件であるため造成工事等はありません。隣接地は、道路・宅地・田でありま

すが所有者が同じであることから隣地承諾が必要となる農地はございませ

ん。 

 

次に番号３番は、譲受人が一戸建専用住宅を建築するため譲渡人が所有す

る南草津プリムタウン土地区画整理事業区域内の南笠町地先の田１筆３３２

㎡、換地面積１６５㎡を売買にて取得し転用されようとするものです。周囲

は、土地区画整理事業のエリアでありますことから隣地承諾を得なければな

らない農地はございません。 

 

次に番号４番は、譲受人が共同住宅として、譲渡人が所有する新浜町地先

の登記地目 田、現況 畑２筆、計６６１㎡を売買にて取得し、転用されよ

うとするものです。前面道路高にあわせ、敷地全体に３０ｃｍから５０ｃｍ

の盛土を予定しており、土留めとして申請地西側にＬ型擁壁を設置されます。

雨水排水は、申請地西側に設置する雨水桝より敷地西側水路へ放流されます。

隣接地は、田・宅地・公衆用道路でありますが、田については申請者所有の
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田と国土交通省名義の現況里道のため、隣地承諾が必要な農地はございませ

ん。 

 

次に番号５番は、譲受人が露天駐車場として、譲渡人が所有する矢橋町地

先の田１筆、１，７８９㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。

前面道路高にあわせ、敷地全体に１ｍ程度の盛土を予定しており、高低差が

３０ｃｍ以上発生する西側と南側にはＬ型擁壁を設置されます。雨水排水は、

敷地南側に新設する敷地内水路から西側と南側にある既存の水路へ放流され

ます。 

隣接地は、道路・水路・雑種地・里道であることから隣地承諾が必要な農

地はございません。 

最後に、本届出については、「農地法関係事務処理にかかる処理基準」第６

の３の（２）の届出を受理しない場合に該当しないため、受理については問

題ないものとし、番号１番は９月２２日付け、２番は９月２１日付け、３番

は９月９日付け、４番は９月１日付け、５番は９月２８日付けにて、専決規

定に基づき、それぞれ局長専決により受理しております。 

 

 （ 質問・意見なし ） 

 

会長 以上で事務局の説明が終わりました。発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 （ 質問・意見なし ） 

 

会長 発言が無いようですので、報第２５号の報告を終わります。 

 

会長 次に、日程第４ 報告第２６号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸

借解約通知について」番号１番から３番までの各案件を議題とし、事務局か

ら報告事項の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

はい、報告第２６号 農地法第１８条第６項の規定による賃貸借解約通知

について説明させていただきます。 

議案書の５ページを御覧ください。 

この通知は、農地法第１８条第６項の規定による賃貸借の解約にかかるも

のであり、農地法第３条による賃貸借権の設定を解除する場合に、農業委員

会に届出をしていただくものであります。 

今月の届出は３件です。 
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はじめに番号１番は、賃借人は賃貸人が所有する山寺町地先の田１筆１，

１９３㎡に対して、農地法第３条による賃貸借権の設定をしておりましたが、

今回、合意解約がなされました。 

解約に至った理由につきましては、耕作者の変更でございまして、同時に

新たな耕作者との利用権設定の申込書が提出されております。 

 

次に番号２番は、賃借人は賃貸人が所有する志那町地先の田１筆２，９９

７㎡に対して、農地法第３条による賃貸借権の設定をしておりましたが、今

回、合意解約がなされました。 

解約に至った理由につきましては、賃借人が所有していた農機具が故障、

処分したためでございます。 

今後は、自作される予定であります。 

 

次に番号３番は、賃借人は賃貸人が所有する志那中町地先の田１筆３，１

３１㎡に対して、農地法第３条による賃貸借権の設定をしておりましたが、

今回、合意解約がなされました。 

解約に至った理由につきましては、賃借人が高齢になり耕作を続けること

が難しくなったためでございます。 

今後は、新たな担い手との間で利用権設定をされる予定であり、すでに申

込書が提出されております。 

 

なお、この解約通知書につきましては、番号１番は８月２５日付け、番号

２番は８月２４日付け、番号３番は９月３日付けでそれぞれ受理しておりま

す。 

以上、賃貸借の解約通知３件について、受理しましたので報告いたします。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終わりました。発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 （ 質問・意見なし ） 

 

会長 発言が無いようですので、報告第２６号を終わります。 

 

会長 次に、日程第５ 報告第２７号「農地変更届出について」番号１番の案件

を議題とし、事務局から報告事項の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

はい、報告第２７号 農地利用変更届出について説明いたします。 

この届出は、田から畑へ地目を変更されようとするものです。 
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今月の届出は、１件です。 

議案書の６ページを御覧ください。 

 

番号１番は、届出人が木川町地先の田１筆２９１㎡を田から畑へ変更され

ようとするものです。 

当該地は、約５０年前から畑として利用されてきたとのことであり、経過

書を添付のうえ、届出がなされました。 

現在、柿、キウイフルーツ、自家用野菜を栽培されており、今後も、現状

のまま利用される計画となっています。 

周囲は、宅地および道路であり、隣地承諾を得なければならない農地はご

ざいません。 

 

以上、農地利用変更届出書について、添付書類等確認いたしましたが、不

備等はなく、受理いたしましたので、御報告いたします。 

 

会長 以上で事務局の説明が終わりました。発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 （ 質問・意見なし ） 

 

会長 

 

発言が無いようですので、報告第２７号を終わります。 

 

会長 次に、日程第６ 議第４１号「農地法第３条第１項の規定による申請に対

し、許可をすることについて」番号１番を議題とし、事務局から議案の朗読

と説明を願います。 

 

事務局 

 

続きまして、議第４１号 農地法第３条第１項の規定による許可について

説明します。 

この申請は、農地の権利移転・権利設定にかかる申請です。 

今月の申請は、１件です。 

議案書は、７ページです。 

 

番号１番は、譲受人が譲渡人の所有する下笠町地先の畑１筆計７４１㎡を

売買にて取得されようとするものです。 

譲受人は、以前から申請地を借り受け畑として耕作されておりましたが、

今回、譲渡人の成年後見人から購入いただけないかとの申し入れがあり、購

入を決められました。 

そのため、成年後見人の登記事項証明書の写しを添付のうえ、成年後見人
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および譲受人の連名にて申請がなされております。 

作付け計画としましては、現状のまま、里芋、大根、ジャガイモ等の野菜

を作付けされます。 

今回の取得により譲受人の耕作農地は５，７８１㎡となりますことから、

農地法第３条第２項第５号に定める下限面積の要件を満たしております。 

また、その他の要件についてですが、第１号の全部効率化要件については、

現在所有する農地について全て耕作されており、取得後においても効率的に

利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件および第３号の信託要件については、譲受人は個人であ

るため該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事で

きると認められます。 

第７号の地域調和要件については、取得されます地元の生産組合長の同意

も得られており、地域調和に支障を生ずる恐れがないと認められます。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしており

ます。 

 

以上、許可申請１件について、添付書類等を確認いたしましたが、不備等

はないものと考えますので、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

会長 以上で事務局の説明が終りました。ただいまの事務局の説明に関連して、

地区担当委員から現地調査の結果ならびに補足説明をお願いします。 

番号１番の案件につきましては、議席番号８番委員、お願いします。 

 

８番 

 

 

９月８日に８番推進委員と現地確認に行って参りました。今、事務局から

説明があった通りでございます。本人さんがいてくださいまして、なかなか

積極的にこの土地のことについて一生懸命教えてくださり、このまま頑張っ

て農地としてやって頂けると思いましたし、快くハンコを押させて頂きまし

た。以上です。 

 

会長 これより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局及び地区担当委員からの説明について、発言のある方

は挙手願います。 

 

１４番 

 

他に直接関係ないかもしれませんけど、譲渡人さんと譲受人さんの御関係

は何ですか。 
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事務局 

 

 

御関係は特に親子間等ではなくて、遠い親戚に当たると伺っております。

以前から、譲渡人さんの方が、耕作される方がおられない関係で、譲受人の

方がずっと耕作されていました。そのまま借りるだけでも良かったそうなの

ですが、成年後見人が付いて、成年後見人の方が財産整理と言いますか、財

産の処分を考える中で買っていただけないかと申入れがありましたので、購

入されることになりました。 

 

１４番 

 

 

相続人さんはいらっしゃらないのですか。 

 

事務局 

 

 

相続人さんはおられないようなことをお伺いしております。後見人さんは、

弁護士さんが付いておられましたので、御家族の方が近くにおられないよう

なお話です。 

 

１４番 

 

すみません、ありがとうございました。 

 

会長 その他、御意見御質問はございませんか。 

 

 （ 質問・意見なし ） 

 

会長 無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第４１号「農地法第３

条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて」番号１番の各

案件は、原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 （挙手全員） 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第４１号「農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可

をすることについて」番号１番の各案件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、日程第７ 議第４２号「農地法第５条第１項の規定による申請に対

し、許可をすることについて」番号１番から８番までの各案件について、事

務局から議案の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

続きまして、議第４２号 農地法第５条第１項の規定による申請について

説明させていただきます。 
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この申請は、市街化調整区域内の農地の売買、贈与、賃貸借、使用貸借等

の権利移転または権利設定に伴う転用です。 

今月の申請は、８件です。 

議案書は、８ページから１０ページです。 

始めに番号１番について説明いたします。 

議案書８ページを御覧ください。 

番号１番は、譲受人が露天農業用具置場として、譲渡人が所有する岡本町

地先の田２筆、計６６㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。

盛土は、ほとんど行われず整地程度となります。雨水は、敷地東側の水路か

ら南側の道路側溝へ放流されます。周囲は、道路・宅地・田であり、田は、

申請人の所有地であるため隣地承諾が必要な農地はございません。農地区分

については、当該農地は農業振興地域の白地であり、農業公共投資の対象と

なっていない１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い農地で、市街化が見込ま

れる第２種農地と判断されます。また、当該農地以外に第３種農地での事業

が困難でありますことから、許可することはやむを得ないものと判断されま

す。一般基準については、工事見積書、売買契約書の添付および事務局職員

で通帳の確認を行ったことから事業の目的が確実に果たされると判断されま

す。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当し

ないことから許可相当と考えます。 

  

続きまして、番号２番について説明いたします。 

議案書は、引き続き８ページです。 

番号２番は、譲受人が露天資材置場として、譲渡人が所有する岡本町地先

の田２筆、計１，１４０㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。

申請者は、大津市内で不動産業、建築業を行う業者であり、今般住宅ニーズ

が高い草津市内で資材置場の取得を検討されていたところ本申請地の用地交

渉の話がまとまったため露天資材置場として申請されました。前面道路高と

合わせるため敷地全体に５０ｃｍ程度の盛土を予定されており、敷地北側に

は土留めとしてＬ型擁壁を設置されます。雨水排水については、敷地勾配を

付け、敷地西側に新設する水路から南側市道の側溝へ放流されます。周囲は

宅地・道路・田・畑であり、農地の所有者、耕作者からは隣地承諾を得られ

ております。農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり、

農業公共投資の対象となっていない１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い農

地で、市街化が見込まれる第２種農地と判断されます。また、当該農地以外

に第３種農地での事業が困難でありますことから、許可することはやむを得

ないものと判断されます。一般基準については、工事見積書、売買契約書お
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よび残高証明書の添付があり事業の目的が確実に果たされると判断されま

す。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当し

ないことから許可相当と考えます。 

 

続きまして番号３番について説明いたします。 

議案書は、９ページになります。 

番号３番は、譲受人が農業用車輌、運搬車輌用車庫を建築するため、譲渡

人の所有する北山田町地先の田１筆、４９０㎡を売買にて取得し、転用され

ようとするものです。譲受人は、農地所有適格法人であり、事業拡大に伴い、

農業車輌の大型化、作物運搬車輌の増加による駐車スペースのひっ迫を問題

としておりました。駐車場を事業所近傍で探していたところ、事業所の向か

いの田の所有者が遠方にお住まいだったこともあり、農地を手放したいとい

う意向であったため用地交渉を行い、本申請に至りました。前面道路高に合

わせるため、約６０ｃｍ程度の盛土を行います、土留め工はなく、安定勾配

（約３０度）をつけた法面処理を施されます。雨水排水は、敷地東側の造成

高が低くなるように勾配を付け、東側の水路へ放流されます。周囲は道路・

田・水路であり、田の所有者、耕作者からは隣地承諾を得られております。

農地区分については、当該農地は農業振興地域の青地であり、農業公共投資

の対象となっている第１種農地と判断されます。第１種農地での農地転用は

原則不許可ですが、農用地利用計画において指定された用途に供する場合は

例外許可が認められており、９月１０日の農業委員会総会にて用途変更の審

議にて「異議なし」と採決されましたことから、本申請を許可することはや

むを得ないものと考えます。一般基準については、工事見積書および残高証

明書の添付があり事業の目的が確実に果たされると判断されます。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当し

ないことから許可相当と考えます。 

 

番号４番と７番は、関連する案件ですので、まとめて説明させていただき

ます。 

議案書は、９ページ、１０ページを御覧ください。 

番号４番は、譲受人が露天駐車場として、譲渡人の所有する南山田町地先

の田１筆、５４６㎡を売買にて取得し転用されようとするものです。番号７

番についても譲受人が露天駐車場として、譲受人の父が所有する南山田町地

先の田１筆、８１㎡を使用貸借にて借り受け転用されようとするものです。

申請地周辺では駐車場のニーズが高く、隣接地で申請人の子が住宅を建築す

ることから、併せて造成し、近隣への貸し露天駐車場として土地利用を計画
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されました。申請地は、全体的に２０ｃｍから４０ｃｍ程度の盛土を行われ

ます、隣接地との高低差が３０ｃｍ以上発生しないことから擁壁での土留め

はなく一部コンクリートブロックを境界に設置されます。雨水排水につきま

しては、敷地北西に雨水枡を設置し、西側で造成される申請人の子の住宅敷

地に設置予定の雨水桝まで暗渠管をつなぎ、そこから西側水路へ放流されま

す。隣接地は、道路・田・宅地であり、田の所有者、耕作者からは隣地承諾

を得られております。農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地

であり、農業公共投資の対象となっていない１０ｈａ未満の小集団の生産性

の低い農地で、市街化が見込まれる第２種農地と判断されます。また、当該

農地以外に第３種農地での事業が困難でありますことから、許可することは

やむを得ないものと判断されます。一般基準については、工事見積書、売買

契約書および残高証明書の添付があり事業の目的が確実に果たされると判断

されます。 

よって本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当しな

いことから許可相当と考えます。 

 

番号５番と６番についても関連する案件ですので併せて説明いたします。 

議案書は９ページを御覧ください。 

番号５番は、譲受人が専用住宅として譲渡人の所有する南山田町地先の田

１筆、１３６㎡を売買にて取得し転用されようとするものです。番号６番は

５番の隣接地であり、譲受人が専用住宅として譲受人の祖父が所有する南山

田町地先の田１筆３６２㎡を使用貸借にて借り受け転用されようとするもの

です。申請人は、現在、実家に同居しておられますが、結婚を機に、実家の

近傍に住宅建築を予定されました。敷地全体的に４０ｃｍ程度の盛土を予定

されており、隣接地との高低差が３０ｃｍ以上発生しないことから擁壁での

土留めはなく一部コンクリートブロックを境界に設置されます。雨水排水に

ついては、建築物外周に雨水枡を４か所設け、暗渠管を通り敷地北側の雨水

桝より水路へ放流されます。隣接地は、道路・田・宅地・水路であり、隣接

田については、議案番号４番、７番で転用される田であることから隣地承諾

が必要な農地はございません。農地区分については、当該農地は農業振興地

域の白地であり、農業公共投資の対象となっていない１０ｈａ未満の小集団

の生産性の低い農地で、市街化が見込まれる第２種農地と判断されます。ま

た、当該農地以外に第３種農地での事業が困難でありますことから、許可す

ることはやむを得ないものと判断されます。一般基準については、工事見積

書、売買契約書および融資証明書の添付があり事業の目的が確実に果たされ

ると判断されます。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当し
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ないことから許可相当と考えます。 

 

続きまして番号８番について説明いたします。 

議案書は１０ページを御覧ください。 

番号８番は、譲受人が露天資材置場として、譲渡人が所有する木川町地先

の田１筆、１，０８４㎡と畑１筆、３９㎡、計１，１２３㎡を売買にて取得

し転用されようとするものです。申請者草津市内で不動産業、建築業を行う

業者であり、今般住宅ニーズが高い草津市内で資材置場の取得を検討されて

いたところ本申請地の用地交渉の話がまとまったため、露天資材置場として

申請されました。前面道路高にあわせ、敷地全体的に１ｍ程度の盛土を予定

されており、敷地外周には道路側を除きＬ型擁壁を設置されます。雨水排水

については、敷地南西に勾配を付け、雨水桝より水路へ放流されます。隣接

地は道路・田・水路であり、田の所有者、耕作者からは隣地承諾を得られて

おります。農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり、農

業公共投資の対象となっていない１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い農地

で、市街化が見込まれる第２種農地と判断されます。また、当該農地以外に

第３種農地での事業が困難でありますことから、許可することはやむを得な

いものと判断されます。一般基準については、工事見積書、売買契約書およ

び残高証明書の添付があり事業の目的が確実に果たされると判断されます。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当し

ないことから許可相当と考えます。 

 

以上８件、添付書類等確認いたしましたが、不備等はないものと考えます

ので、御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

会長 以上で事務局の説明が終わりました。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員から現地調査の結果、

並びに補足説明をお願いします。 

番号１番と２番の案件につきましては、議席番号１番委員、お願いします。 

 

１番 

 

 

９月１５日に、１番推進委員さんと一緒に現地確認を行いました。現地は

１番と２番は隣同士の田んぼでして、特に問題のあるところはございません

でした。隣地承諾も得られておりましたので問題ないものと判断いたします。

よろしくお願いいたします。 

 

会長 番号３番の案件につきましては、議席番号５番委員、お願いします。 
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５番 

 

 

現地確認報告をいたします。ただいまの案件につきまして、８月２８日に、

５番推進委員さんと現地確認に寄せて頂きました。その結果、道路面、又、

排水面につきまして、問題ございませんでした。又、排水につきましては、

南側にＵ字溝を設置し東側の用水路へ流すと説明を受けて参りました。よろ

しくお願いいたします。 

 

会長 番号４番から７番の案件につきましては、議席番号６番委員、お願いしま

す。 

 

６番 

 

 

９月１９日に、６番推進委員さんと現地確認をさせて頂きました。４番か

ら７番についてはバラバラになっていますが、同じところに存在しておりま

す。お祖父さんと孫、お父さんと子いう関係になります。隣地承諾をもらわ

なければならない田んぼが１筆ありましたが、それも承諾済みです。水路、

その他についても問題ないということで、よろしくお願いいたします。 

 

会長 番号８番の案件につきましては、再度になりますが、議席番号５番委員、

お願いします。 

 

５番 

 

 

現地確認報告をいたします。９月８日に５番推進委員さんと現地確認に寄

せて頂きました。その結果、境界面、排水面、又道路面につきまして、問題

ございませんでしたので確認書にハンコを押させて頂きました。よろしくお

願いいたします。 

 

会長 ありがとうございました。これより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局及び地区担当委員からの説明について、発言のある方

は挙手願います。 

 

１４番 

 

 

番号１番について質問ですが、図面に申請地２筆 ●●●－●、●●●－

●とありますが、横にも●●●－●の記載がありますが、これは関係ないで

すかね。このいびつな形が２筆なのですよね。 

 

事務局 

 

御説明をさせて頂きます。右側に●●●―●の田と●●●―●の田を吹き

出しで示していますが、●●●―●につきましては、この点線で囲っている

エリアに入っております。●●●―●につきましても、この点線のエリアに

入っているのですが、この吹き出しにも出ているのですが、このいびつな形

の中にいびつな形をした土地が２筆あるというかたちで考えて頂ければと思

います。現況はもう少しいびつな形になっております。左側にくの字で土地
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がありまして、右側にも小さな土地が１筆あるというかたちの２筆がこの中

に入っているような形になります。 

 

１４番 

 

そうすると、左側の●●●―●の記載はいらないのですか。 

 

事務局 

 

そうですね、わかりにくかったですし要らなかったかもしれないです。 

１４番 

 

 

要らないですよね。２枚目には●●●―●しか書いてないので実際には２

筆なのですよね。 

事務局 

 

はい、２筆になります。 

 

１４番 

 

 

いびつな形というのは、隣接する土地とは所有者は変わりますけど、それ

は、境界がわかるように一応境界と書いていますがどのようにわかるように

なっているのですか。 

 

事務局 

 

 

今回の開発のために分筆されておりますので、その辺は両方の話をつけな

がら分筆しているかたちになります。境界はお互いに話し合いながら決めて

おられると思います。そこのところについては、申し訳ないと思っているの

ですけど。 

 

１４番 

 

 

いびつな形ですので、所有者さんは区別がつくのかな、どんな区分けにな

っているのかなと思いました。 

事務局 

 

そもそも田の形がいびつであったのを今回、開発で片方は資材置場という

かたちできれいな成型な形にされて、もう片方については、番号１の譲受人

が所有することによって、若干いびつですが少し斜めの形の田と農機具置場

というかたちで、合わせて一体利用されるかたちになります。元々いびつな

形で斜めに田んぼがあって、その横に又斜めな形の道路と挟まれた小さめの

田がありまして、これを今回の開発で、片方は露天資材置場で成型な形に、

今回の番号１番については農機具置場と田の所有者が同じになりますので、

北側は斜めになりますが、少し成型な形の田と農機具置場という形で一体利

用されます。 

 

会長 よろしいでしょうか。 

 

１４番 はい。 
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会長 その他、御意見御質問はございませんか。 

 

 （ 質問・意見なし ） 

 

会長 無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第４２号「農地法第５

条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて」番号１から８

番までの案件を原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

 

 （挙手全員） 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第４２号「農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可

をすることについて」番号１番から８番までの各案件は、原案のとおり決定

いたしました。 

 

会長 次に、日程第８ 議第４３号「農用地利用集積計画（案）の決定につき、

議決を求めることについて」を議題とします。 

 

会長 それでは、議第４３号「農用地利用集積計画（案）の決定につき、議決を

求めることについて」を議題として、農林水産課より議案の朗読と説明を願

います。 

 

農林水産課 

 

それでは、農用地利用集積計画（案）の決定につき担当者より御説明をさ

せて頂きます。 

 

農林水産課 

 

それでは、議題４３号農用地利用集積計画（案）について、説明させてい

ただきます。 

農地中間管理機構から、利用権設定にかかる申し込みが本市にありました。 

このことに伴い、農用地利用集積計画を作成しましたので、農業経営基盤

強化促進法に基づき農業委員会で御審議いただくものでございます。 

計画の内容については、お配りしております「農用地利用集積計画【農地

中間管理権】（案）令和３年１０月２０日公告」を御覧ください。 

１ページ目は今回の集積計画による面積の集計でございます。 

左下を御覧いただきまして、今回は９筆、計１４，６０９㎡の農地が利用
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権設定されます。 

農地の詳細につきましては２ページ目を御覧ください。 

当該農地の地権者から中間管理事業の申込書が提出され、山寺町の農地２

筆、長束町の農地１筆、下笠町の農地６筆が農地中間管理機構に貸し付けさ

れます。 

３ページ目を御覧いただきまして、こちらは農地中間管理機構が作成され

ました農用地利用配分計画（案）になります。通例ですと、７月に農用地利

用調整会議を招集、開催されるところでしたが、新型コロナウイルス感染症

にかかる「感染再拡大警戒局面」であったことに鑑みまして、関係機関との

間で書面による協議が行われ、担い手への農地の集積・集約を目的に、隣接

農地の耕作者に貸付されることが決定されました。 

以上で令和３年１０月２０日公告予定の、農用地利用集積計画の内容につ

いての説明を終わります。 

御審議の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

会長 以上で農林水産課の説明が終りました。これから質疑に入ります。 

ただいまの農林水産課の説明に対して、発言のある方は挙手願います。 

 

 （ 質問・意見なし ） 

 

会長 御意見御質問はございませんか。 

 

会長 無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第４３号「農用地利用

集積計画（案）の決定につき、議決を求めることについて」を原案のとおり

決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 （挙手全員） 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第４３号「農用地利用集積計画（案）の決定につき、議決を求

めることについて」は、原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 以上で、本日の会議に付議された許可等の各案件は、すべて議了されたも

のと認めます。 

 

 閉会 午後 ２時 ２３分 
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